
平
成
十
年
法
律
第
四
十
一
号

優
良
田
園
住
宅
の
建
設
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
多
様
な
生
活
様
式
に
対
応
し
、

か
つ
、
潤
い
の
あ
る
豊
か
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

る
住
宅
が
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
農
山

村
地
域
、
都
市
の
近
郊
等
に
お
け
る
優
良
な
住
宅
の
建

設
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

健
康
的
で
ゆ
と
り
の
あ
る
国
民
生
活
の
確
保
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
優
良
田
園
住
宅
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
優
良
田
園
住
宅
」
と

は
、
農
山
村
地
域
、
都
市
の
近
郊
そ
の
他
の
良
好
な
自

然
的
環
境
を
形
成
し
て
い
る
地
域
に
所
在
す
る
一
戸
建

て
の
住
宅
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を

い
う
。

一
　
敷
地
面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
こ

と
。

二
　
建
築
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
及
び
延
べ

面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
が
政
令
で
定
め
る

数
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
階
数
が
政
令
で
定
め
る
階
数
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
優
良
田
園
住
宅
の
建
設
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
）

第
三
条
　
市
町
村
は
、
優
良
田
園
住
宅
の
建
設
の
促
進
に

関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

一
　
優
良
田
園
住
宅
の
建
設
が
基
本
的
に
適
当
と
認
め

ら
れ
る
お
お
よ
そ
の
土
地
の
区
域
に
関
す
る
事
項

二
　
優
良
田
園
住
宅
が
建
設
さ
れ
る
地
域
に
お
け
る
個

性
豊
か
な
地
域
社
会
の
創
造
の
た
め
に
必
要
な
事
項

３
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
基
本
方
針
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

一
　
優
良
田
園
住
宅
の
建
設
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的

な
方
向

二
　
自
然
環
境
の
保
全
と
の
調
和
、
農
林
漁
業
の
健
全

な
発
展
と
の
調
和
そ
の
他
優
良
田
園
住
宅
の
建
設
の

促
進
に
際
し
配
慮
す
べ
き
事
項

４
　
市
町
村
は
、
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
と
協
議
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５
　
市
町
村
は
、
基
本
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
前
二
項
の
規
定
は
、
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
の
認
定
）

第
四
条
　
優
良
田
園
住
宅
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
建
設
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
優
良
田
園
住
宅
建

設
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
市
町
村
に

提
出
し
て
、
当
該
優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
が
適
当
で

あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
建
設
し
よ
う
と
す
る
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の

所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

二
　
建
設
し
よ
う
と
す
る
住
宅
の
建
築
面
積
の
敷
地
面

積
に
対
す
る
割
合
及
び
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対

す
る
割
合

三
　
建
設
し
よ
う
と
す
る
住
宅
の
階
数

四
　
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
事
項

３
　
市
町
村
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
の
内
容
が
基
本
方
針
に

照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
に
係
る
住
宅
が
優
良
田

園
住
宅
で
あ
る
こ
と
。

三
　
優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
に
係
る
住
宅
の
用
に
供

す
る
土
地
の
所
在
及
び
面
積
並
び
に
周
辺
の
土
地
利

用
の
状
況
、
公
共
施
設
の
整
備
の
状
況
等
か
ら
み

て
、
当
該
土
地
を
住
宅
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
り
、
か
つ
、
良
好
な
居
住
環
境
の
形
成
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
。

４
　
市
町
村
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
と
協
議
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
協
議
に
応
じ
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
に

係
る
土
地
に
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
（
耕
作

（
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）

第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
耕
作
に
該
当
す
る

も
の
と
み
な
さ
れ
る
農
作
物
の
栽
培
を
含
む
。
）
の
目

的
に
供
さ
れ
る
土
地
を
い
う
。
）
が
含
ま
れ
る
と
き
そ

の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
農
林
水
産
大
臣
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６
　
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る

優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
市
町
村
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
優
良
田
園
住
宅
建
設
計
画
の
変
更
の
認
定
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

８
　
第
五
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を

地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
優
良
田
園
住
宅
の
建
設
の
促
進
に
つ
い
て
の
配
慮
）

第
五
条
　
国
の
行
政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、

前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
優
良
田
園
住
宅
建
設
計

画
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ

た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
従
っ
て
土
地
を

認
定
に
係
る
優
良
田
園
住
宅
の
用
に
供
す
る
た
め
農
地

法
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
そ

の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
そ
の
他
の
処
分
を
求

め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
優
良
田
園
住
宅
の
建
設
の
促

進
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す

る
。

（
税
制
上
の
措
置
）

第
六
条
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
優
良
田
園
住
宅
の

建
設
の
促
進
に
関
し
、
必
要
な
税
制
上
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

（
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
融
資
に
当
た
っ
て
の
配

慮
）

第
七
条
　
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
は
、
優
良
田
園
住
宅

の
建
設
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
資
金
の
貸

付
け
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
六
日
法
律
第
八
二

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
法
律
第
一

〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
八
十
二
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関

す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
二
六
日
法
律
第
五

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
五
月
一
八
日
法
律
第
二

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。
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